
■■
1111
月月

４
・
議
員
全
員
協
議
会

　
・
議
会
運
営
委
員
会

　
・
栃
木
県
足
利
市
議
会
行
政
視
察
来
庁

11
・
議
会
運
営
委
員
会

　
・
第
４
回
臨
時
会

24
・
議
会
運
営
委
員
会

■■
1212
月月

１
・
議
会
運
営
委
員
会

　
・
第
４
回
定
例
会
１
日
目

６
・
総
務
常
任
委
員
会

　
・
予
算
決
算
常
任
委
員
会　
総
務
分
科
会

７
・
文
教
社
会
常
任
委
員
会

　
・
予
算
決
算
常
任
委
員
会　
文
教
社
会
分
科
会

８
・
経
済
建
設
常
任
委
員
会

　
・
予
算
決
算
常
任
委
員
会　
経
済
建
設
分
科
会

12
・
第
４
回
定
例
会
２
日
目
（
一
般
質
問
）

13
・
第
４
回
定
例
会
３
日
目
（
一
般
質
問
）

14
・
第
４
回
定
例
会
４
日
目
（
一
般
質
問
）

　
・
予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
・
議
会
運
営
委
員
会

16
・
議
会
運
営
委
員
会

　
・
第
４
回
定
例
会
５
日
目

　
・
議
員
全
員
協
議
会

　
・
広
報
委
員
会

■
１
月

■
１
月

10
・
議
員
全
員
協
議
会

　
・
広
報
委
員
会

16
・
議
会
運
営
委
員
会

17
・
沖
縄
県
議
会
行
政
視
察
来
庁

19
・
第
１
回
臨
時
会

　
・
予
算
決
算
常
任
委
員
会 

総
務
分
科
会

　
・
予
算
決
算
常
任
委
員
会　
文
教
社
会
分
科
会

　
・
予
算
決
算
常
任
委
員
会　
経
済
建
設
分
科
会

　
・
予
算
決
算
常
任
委
員
会

議 

会 

日 

誌

　
市
政
な
ど
に
対
し
て
意
見
や
要
望
が
あ
る
と
き
は
、
誰
で
も

議
会
に
請
願
や
陳
情
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
請
願
と
陳
情
の
違
い
は
、
請
願
の
場
合
は
１
名
以
上
の
議
員

の
紹
介
が
必
要
で
、
陳
情
に
は
不
要
と
い
う
点
で
す
。

 

作
成
の
注
意
点 

　
決
め
ら
れ
た
書
式
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
注
意
事
項
は
次
の
と

お
り
で
す
。

◇
日
本
語
で
書
く
。

◇�

「
件
名
」、
請
願
（
陳
情
）
の
「
要
旨
」、「
理
由
」
を
記
入
す

る
。

◇�

提
出
年
月
日
、
請
願
（
陳
情
）
者
の
住
所
を
記
載
し
、
氏
名

（
団
体
の
場
合
は
名
称
と
代
表
者
名
）
を
署
名
ま
た
は
記
名

押
印
す
る
。

◇�

請
願
書
の
表
紙
に
は
、
紹
介
議
員
（
１
人
以
上
）
が
署
名
ま

た
は
記
名
押
印
を
す
る
。
※
陳
情
の
場
合
は
不
要
。

◇
請
願
（
陳
情
）
者
が
多
数
の
場
合
は
代
表
者
を
明
記
す
る
。

◇�

請
願
（
陳
情
）
の
趣
旨
を
説
明
す
る
た
め
の
図
面
な
ど
が
必

要
な
場
合
は
添
付
す
る
。

◇
内
容
が
数
件
に
及
ぶ
場
合
は
１
件
ご
と
に
作
成
す
る
。

◇�

提
出
の
宛
名
は
「
海
老
名
市
議
会
議
長　
宇
田
川　
希
」
と

な
り
ま
す
（
令
和
５
年
２
月
１
日
現
在
）。

 

提
出
の
方
法 

　
議
会
事
務
局
（
市
庁
舎
６
階
）
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
郵
送

で
も
受
け
付
け
ま
す
が
、
請
願
や
陳
情
は
そ
の
趣
旨
か
ら
い
っ

て
も
直
接
提
出
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
請
願
は
直
接
提
出
さ

れ
る
こ
と
が
通
例
で
す
が
、
陳
情
は
、
取
扱
基
準
に
お
い
て

「
郵
送
さ
れ
た
陳
情
は
全
議
員
に
配
布
す
る
」
と
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
で
き
る
だ
け
直
接
提
出
を
お
勧
め
し
ま
す
。

 

提
出
期
限 

　
提
出
期
限
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
定
例
会
開
会
日
の
８
日

前
ま
で
に
議
会
事
務
局
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
、
そ
の
定
例
会

で
取
り
扱
い
ま
す
。（
直
近
の
３
月
定
例
会
は
２
月
16
日
（
木
）

午
後
５
時
15
分
が
期
限
に
な
り
ま
す
。）

　
そ
れ
以
降
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
次
回
の

定
例
会
で
取
り
扱
い
ま
す
。

 

請
願
・
陳
情
者
の
発
言
機
会
の
保
障 

　
提
出
し
た
請
願
（
陳
情
）
が
市
政
に
関
す
る
内
容
だ
っ
た
場

合
、
そ
の
趣
旨
・
願
意
を
所
管
委
員
会
委
員
に
対
し
、
請
願

（
陳
情
）
者
が
直
接
伝
え
る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

請
願
・
陳
情
と
は

編集後記
　海老名市議会は本年 11 月に改選を迎えることとなり、任期最後の一年となりました。広報委員会も新しい
委員となり、それまで慣例で行われていた広報委員長の互選についてもその選出方法で多様な議論が交わさ
れました。今後も市民の皆さまへの情報公開、広報広聴の取り組みに広報委員として力を尽くしていきます。

＜市政に関する陳情＞
本会議で審議 本会議で所管委員会付託 所管委員会へ送付

委員会審査、表決 委員会審査、表決

本会議にて委員会審査報告

提出者に結果報告

議員が
意見書案
を提案し、
本会議で
表決

議長が受理

議会運営委員会で取り扱い協議

陳情者

議会事務局へ提出

議長が受理

議会運営委員会で取り扱い協議

本会議で表決

請願者

１名以上の紹介議員

議会事務局へ提出

全議員へ配布
＜国、県への意見書提出を求める陳情＞

第206号

えびな市議会だより　令和5年2月1日11


